
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 障害者雇用状況の集計結果 
 

佐賀労働局では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、平成 27年の「障害者

雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。 

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率、

民間企業の場合は 2.0％）以上の障害者を雇うことを義務付けています。 

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、  

精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を

求め、それを集計したものです。 

                             

【集計結果の主なポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press Release 

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 

平成 27年 11月 27日 

【照会先】 

 佐賀労働局職業安定部職業対策課  

 課 長   七  田   覚 

障害者雇用担当官  中 川 孝 広 

TEL 0952-32-7217    FAX 0952-32-7223 

http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

＜民間企業＞（法定雇用率 2.0％） 

 ○佐賀県内の民間企業における雇用障害者数は３年連続で過去最高を更新 

  障害者実雇用率は 2.37％となり過去最高（全国４位） 

  ・雇用障害数は 2,137.0人、対前年比 6.7％（134.0人）増加 

  ・実雇用率 2.37％、対前年比 0.10ポイント上昇 

  ○法定雇用率達成企業の割合は、71.3％（前年比 4.9ポイント上昇）となり、 

５年連続で全国トップ 

 

＜地方公共団体＞（同 2.3％、県の教育委員会は 2.2％）※（ ）は前年の値 

○県の機関（教育委員会含む）は、全機関で法定雇用率達成 

・県の機関：雇用障害者数 88.0人（90.5人）、実雇用率 2.53％（2.63％） 

・県の教育委員会：雇用障害者数 146.0人（145.0人）、実雇用率 2.27％（2.24％） 

 ○市町の機関は、３０機関中２４機関で法定雇用率達成 

・市 町 の 機 関：雇用障害者数 223.0人（211.0人）、実雇用率 2.47％（2.32％） 

  

＜独立行政法人等＞（同 2.3％）※（ ）は前年の値 

○雇用障害者数 18.0人（19.0人）、実雇用率 2.34％（2.65％）で法定雇用率達成 

厚生労働省

佐賀労働局
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○ 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

・ 民間企業（50人以上規模の企業：法定雇用率2.0％）に雇用されている障害者の

数は 2,137.0人で、前年より6.7％（134.0人）増加し、３年連続して増加した。 

 

・ 障害別に見ても、身体障害者は 1,352.5人（対前年比6.0％増）、知的障害者

は647.5人（同5.4％増）、精神障害者は137.0人（同21.8％増）と、いずれも前

年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きくなった。 

 

・ 実雇用率は、過去最高の2.37％（前年は2.27％）で全国４位、法定雇用率達成

企業の割合は71.3％（同66.4％）で５年連続全国トップとなった。 

〔総括表１、グラフ(1)(2)(3)、詳細表１(1)〕 

 

○ 企業規模別の状況 

・ 企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、50～100人未満規模企業

で 423.5人（前年は430.0人）、100～300人未満で798.5人（同700.5人）、300～5

00人未満で 308.5人（同318.5人）、500～1,000人未満で 347.0人（同299.0人）、

1,000人以上で 259.5人（同255.0人）と、100～300人未満、500～1,000人未満、1,

000人以上の規模企業で前年より増加したが、50～100人未満と300～500人未満規

模企業は前年より減少した。 

 

・ 実雇用率は、50～100人未満で2.66％（前年は2.62％）、100～300人未満で2.2

9％（同2.09％)、300～500人未満で2.56％（同2.37％)、500～1,000人未満で2.4

6％（同2.44％)、1,000人以上で1.93％（同2.00％）となった。 

  なお、民間企業全体の実雇用率2.37％（同2.27％）と比較すると、50～100人

未満、300～500人未満及び500～1,000人未満の規模企業が上回っているが、100

～300人未満と1,000人以上規模企業は下回っている。 

 

・ 法定雇用率達成企業の割合は、50～100人未満が71.4％（前年は67.5％）、100

～300人未満が72.8％（同63.6％）、300～500人未満が71.4％（同71.8％）、500

～1,000人未満が69.6％（同75.0％）、1,000人以上が16.7％（66.7％）となり、5

0～100人未満と100～300人未満の規模企業で前年より増加したが、300～500人未

満、500～1,000人未満及び1,000人以上の規模企業は減少した。 

〔グラフ(4)・(5)、詳細表１(2)〕 

○ 法定雇用率未達成企業の状況 

・ 平成27年の法定雇用率未達成企業は153社。そのうち、不足数が0.5人または１

人である企業（１人不足企業）が、73.9％と過半数を占めている。 

１ 民間企業における雇用状況 

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 
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・ また、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）は80社で、未達成

企業に占める割合は、52.3％となっている。             

〔詳細表１(3)〕 
 

(1) 国の機関（法定雇用率2.3％） 

 

(1) 県の機関（法定雇用率2.3％） 

県の機関に在職している障害者の数は88.0人で、前年より2.8％（2.5人）減少し

ており、実雇用率は2.53％と、前年に比べ0.1ポイント下回った。 

〔総括表２(1)、詳細表２(1)、４(1)〕 

 

(2) 市町の機関（法定雇用率2.3％） 

市町村の機関に在職している障害者の数は223.0人で、前年より5.7％（12.0人）

増加しており、実雇用率は2.47％と、前年に比べ0.15ポイント上昇した。 

30機関中24機関が達成。 

 

      【未達成機関】 

    鳥栖市、神埼市、上峰町、玄海町、江北町、唐津市教育委員会 

    ※鳥栖市、神埼市、唐津市教育委員会は、公表日時点で達成済み。 

〔総括表２(2)、詳細表２(2)、４(2)〕 

 

(３) 県の教育委員会（法定雇用率2.2％） 

県の教育委員会に在職している障害者の数は 146.0人で、前年より 0.7％（1.0

人）増加しており、実雇用率は 2.27％と、前年に比べ0.03ポイント上昇した。 

〔総括表２(3)、詳細表２(3)、４(3)〕 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人等（法定雇用率2.3％）に雇用されている障害者の数は18.0人で、

前年より5.3％（1.0人）減少しており、実雇用率は2.34％と、前年に比べ0.31ポイ

ント下回った。 

〔総括表３、詳細表３、４(4)〕 

２ 地方公共団体における在職状況 

３ 地方独立行政法人等における雇用状況 
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１．民間企業における雇用状況(法定雇用率２．０％）

区分
①　法定雇用障害者
数の算定の基礎とな

る労働者数
③　実雇用率

④　法定雇用率
　達成企業数

⑤　達成割合

90,350.0人 人 2.37% 381　/　534 71.3%

(88,293.0人) (2.27％) (355/535) (66.4％)

２．地方公共団体における在職状況

　(1)県の機関（法定雇用率２．３％）

区分
①　法定雇用障害者
数の算定の基礎とな

る職員数
③　実雇用率

④　法定雇用率
　達成機関数

⑤　達成割合

3,473.5人 88.0 人 2.53% 2　/　2 100.0%

(3,439.5人) (2.63％) (2/2) (100.0％)

　(2)市町の機関（法定雇用率２．３％）

区分
①　法定雇用障害者
数の算定の基礎とな

る職員数
③　実雇用率

④　法定雇用率
　達成機関数

⑤　達成割合

9,021.5人 223.0 人 2.47% 24　/　30 80.0%

(9,099.0人) (2.32％) (24/30) (80.0％)

　（3）県の教育委員会（法定雇用率２．２％）

区分
①　法定雇用障害者
数の算定の基礎とな

る職員数
③　実雇用率

④　法定雇用率
　達成機関数

⑤　達成割合

6,433.5人 146.0 人 2.27% 1　/　1 100.0%

(6,471.5人) (2.24％) (1/1) (100.0％)

平成27年６月１日現在における障害者の雇用状況（総括表）

民間企業

県の機関

市町の機関

②　障害者数

②　障害者数

②　障害者数

2,137.0

県の教育委員会

(90.5人)

(145.0人)

(211.0人)

　※市町の機関で未達成であった機関のうち３機関は、公表日時点で達成済み。

(2,003.0人)

②　障害者数
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3．地方独立行政法人における雇用状況(法定雇用率２．３％）

区分
①　法定雇用障害者
数の算定の基礎とな

る労働者数
③　実雇用率

④　法定雇用率
　達成法人数

⑤　達成割合

768.0人 18.0 人 2.34% 1　/　1 100.0%

(716.5人) (2.65％) (1/1) (100.0%)

注　１.

２.

３.

４.

５.

１及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総
数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種
が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員
数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得
た数）を除いた職員数である。

（　）内は、前年6月1日現在の数値である。
なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

「地方独立行政法人」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第９号から１
０号までのの法人を指す。

各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間
勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものと
してダブルカウントとし、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間障害者
については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

地方独立行政
法人

(19.0人)

②　障害者数
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(1)実雇用率と雇用されている障害者の数の推移

注意：

テキストボックスに直接
数字を入力する

＜法定雇用率＞
1.80% 2.00%

注1：雇用義務のある企業(平成24年までは56人以上規模、平成25年は50人以上規模の企業）についての集計である。
注2：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。

平成17年度まで　　身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
　　　　　　　　　知的障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
　　　　　　　　　重度身体障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　重度知的障害者である短時間労働者

平成18年度以降　　身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）　　
　　　　　　　　　知的障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
　　　　　　　　　重度身体障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　重度知的障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　精神障害者
　　　　　　　　　精神障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　（精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント）

平成23年度以降　　身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）　　
　　　　　　　　　知的障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
　　　　　　　　　重度身体障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　重度知的障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　精神障害者
　　　　　　　　　身体障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　（身体障害者である短時間労働者は0.5人でカウント）
　　　　　　　　　知的障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　（知的労働者である短時間労働者は0.5人でカウント）
　　　　　　　　　精神障害者である短時間労働者
　　　　　　　　　（精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント）

民間企業における障害者の雇用状況（グラフ）

注3：法定雇用率は平成24年までは1.8％、平成25年4月以降は2.0％となっている。
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◎ 法定雇用率とは

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、

それぞれ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならな

いこととされている。

雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である（なお、精神障害

者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は

雇用率に算定することができる）。

一般の民間企業 ……………………… ２．０％

○ 民間企業 ……… （50人以上規模の企業）

特殊法人等 …………………………… ２．３％

労働者数43.5人以上規模の特殊法人、

独立行政法人、国立大学法人等

〇 国、地方公共団体 …………………………………………… ２．３％

（43.5人以上規模の機関）

○ 都道府県等の教育委員会 …………………………………… ２．２％

（45.5人以上規模の機関）

（カッコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の

障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。）

【一般民間企業における雇用率設定基準】

身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数

＋ 失業している身体障害者及び知的障害者の数

障害者雇用率 ＝

常用労働者数 ＋ 失業者数

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の

障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、

２人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働

時間が２０時間以上３０時間未満の労働者）については、１人分として、重度

以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者につい

ては、0.5人分としてカウントされる。
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１

（
１

）
②

の
表

と
同

じ

e．
　

計
c＋

d
×

0
.5

c.
精

神
障

害
者

e．
　

計
a×

２
＋

b
＋

c
＋

d
×

0
.5

③
知

的
障

害
者

の
数

④
精

神
障

害
者

の
数

e．
　

計
a×

２
＋

b
＋

c
＋

d
×

0
.5

c．
重

度
以

外
の

知
的

障
害

者

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

d
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

c．
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者

規
模

計

b
．

　
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

障
害

者
の

数

Ｂ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

Ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者

Ｄ
.重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

並
び

に
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

区
分

1
,0

00
人

以
上

50
～

10
0人

未
満

1
00

～
30

0人
未

満

3
00

～
50

0人
未

満

5
00

～
1,

00
0人

未
満

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

数

3
00

～
50

0人
未

満

規
模

計

5
00

～
1,

00
0人

未
満

1
,0

0
0
人

以
上

a.
重

度
身

体
障

害
者

a.
重

度
知

的
障

害
者

区
分

②
身

体
障

害
者

の
数

ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

b
．

　
重

度
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

企
業

数
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

労
働

者
数

Ａ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者

50
～

10
0人

未
満

1
00

～
30

0人
未

満

実
雇

用
率

Ｅ
÷

②
×

1
0
0

③
障

害
者

の
数

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

割
合
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（
３

）
障

害
者

不
足

数
階

級
別

の
法

定
雇

用
率

未
達

成
企

業
数

 

0
.5

人
又

は
１

人
1.

5
人

又
は

2人
2.

5人
又

は
3人

3
.5

人
又

は
4人

4.
5人

以
上

9人
以

下
9.

5人
以

上
20

人
以

下
20

.5
人

以
上

50
人

以
下

50
.5

人
以

上

1
5
3

1
1
3

2
9

8
2

0
1

0
0

8
0

( 
10

0.
0%

 )
( 

7
3.

9%
 )

( 
19

.0
% 

)
( 

5.
2%

 )
( 

1.
3%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
7%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

5
2
.3

%
 )

6
5

6
5

0
0

0
0

0
0

0
6
5

( 
10

0.
0%

 )
( 

1
00

.0
% 

)
( 

0.
0
% 

)
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

1
0
0
.0

%
 )

6
6

4
1

2
2

3
0

0
0

0
0

1
5

( 
10

0.
0%

 )
( 

6
2.

1%
 )

( 
33

.3
% 

)
( 

4.
6%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

2
2
.7

%
 )

1
0

5
3

1
1

0
0

0
0

0

( 
10

0.
0%

 )
( 

5
0.

0%
 )

( 
30

.0
% 

)
( 

10
.0

% 
)

( 
10

.0
% 

)
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0
.0

%
 )

7
1

2
3

1
0

0
0

0
0

( 
10

0.
0%

 )
( 

1
4.

3%
 )

( 
28

.6
% 

)
( 

42
.9

% 
)

( 
14

.3
% 

)
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0
.0

%
 )

5
1

2
1

0
0

1
0

0
0

( 
10

0.
0%

 )
( 

2
0.

0%
 )

( 
40

.0
% 

)
( 

20
.0

% 
)

( 
0.

0%
 )

( 
0.

0%
 )

( 
20

.0
% 

)
( 

0.
0%

 )
( 

0.
0%

 )
( 

0
.0

%
 )

（注
）１

．
上

段
は

企
業

数
、

下
段

は
当

該
企

業
規

模
階

級
内

に
お

け
る

構
成

比
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
②

　
不

　
　

足
　

　
数

③
障

害
者

の
数

が
０

人
の

企
業

数

規
模

計

５
０

～
１

０
０

人
未

満

１
０

０
～

３
０

０
人

未
満

３
０

０
～

５
０

０
人

未
満

　
　

　
２

．
②

欄
の

「不
足

数
」
と

は
、

法
定

雇
用

率
を

達
成

す
る

た
め

に
、

6月
1
日

現
在

の
雇

用
障

害
者

数
に

加
え

て
雇

用
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

障
害

者
の

数
で

あ
る

。

５
０

０
～

１
,０

０
０

人
未

満

１
,０

０
０

人
以

上

区
分

①
法

定
雇

用
率

未
達

成
企

業
数
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２
．

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

在
職

状
況

（１
）県

の
機

関
　

（法
定

雇
用

率
２

．
３

％
）

　
①

概
況

①
②

④
⑤

⑥

Ｅ
．

　
計

Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0.
5

Ｆ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

機
関

人
人

人
人

人
人

人
％

機
関

％

2
3
,4

7
3
.5

2
4

1
3
7

4
8
8
.0

3
.5

2
.5

3
2

1
0
0
.0

(2
)

(3
,4

3
9
.5

)
(2

6
)

(0
)

(3
7
)

(3
)

(9
0
.5

)
(2

.0
)

(2
.6

3
)

(2
)

(1
0
0
.0

)

注
１ 2 3 4 5

　
②

障
害

種
別

在
職

状
況

f．
う

ち
新

規
雇

用
分

f．
う

ち
新

規
雇

用
分

f．
う

ち
新

規
雇

用
分

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

8
8
.0

2
4

1
3
7

4
8
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3
.5
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0

0
0

0
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0
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)
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)

(3
7
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(3
)
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0
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)
(2

.0
)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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注
１

. 
 

２
. 
 

３
. 
 

４
. 
 

５
. 
 

６
. 
 

③
障

害
者

の
数

区
分

機
関

数
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

職
員

数

Ａ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者

c．
重

度
以

外
の

知
的

障
害

者

②
身

体
障

害
者

の
数

③
知

的
障

害
者

の
数

b．
　

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

c．
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者

a.
重

度
知

的
障

害
者

b．
　

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

実
雇

用
率

Ｅ
÷

②
×

10
0

Ｂ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

Ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者

Ｄ
.重

度
以

外
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
並

び
に

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

区
分

a.
重

度
身

体
障

害
者

Ａ
、

Ｃ
欄

は
１

週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

30
時

間
以

上
の

労
働

者
で

あ
り

、
B

、
D

欄
は

1週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

20
時

間
以

上
30

時
間

未
満

の
労

働
者

で
あ

る
。

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
の

数

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
の

割
合

②
③

④
ｄ
欄

の
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

並
び

に
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
に

つ
い

て
は

法
律

上
、

1人
を

0.
5
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
ｅ
欄

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0.

5カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

 （
　

）内
は

前
年

6月
1日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。
な

お
、

精
神

障
害

者
は

平
成

18
年

4月
1日

か
ら

実
雇

用
率

に
算

定
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。

②
欄

の
「
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

労
働

者
数

」と
は

、
常

用
労

働
者

総
数

か
ら

除
外

率
相

当
数

（身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

が
就

業
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
職

種
が

相
当

の
割

合
を

占
め

る
業

種
に

つ
い

て
定

め
ら

れ
た

率
を

乗
じ

て
得

た
数

）を
除

い
た

労
働

者
数

で
あ

る
。

③
Ａ

欄
の

「重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

」に
つ

い
て

は
法

律
上

、
１

人
を

２
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
Ｅ

欄
の

計
を

算
出

す
る

に
当

た
り

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
を

行
い

、
Ｄ

欄
の

「重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
並

び
に

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

」に
つ

い
て

は
法

律
上

、
１

人
を

0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

Ｅ
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0.

5カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

県
の

機
関

②
③

の
ａ
ｃ
欄

及
び

④
の

ｃ
欄

は
1週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
30

時
間

以
上

の
労

働
者

で
あ

り
、

②
③

の
ｂ
欄

及
び

②
③

④
の

ｄ
欄

は
1週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
30

時
間

未
満

の
労

働
者

で
あ

る
。

②
③

④
ｆ欄

の
「う

ち
新

規
雇

用
分

」は
当

該
年

の
前

年
の

6月
2日

か
ら

当
該

年
の

6月
1日

ま
で

の
1年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

④
精

神
障

害
者

の
数

①
欄

の
「
障

害
者

の
数

」と
は

②
③

④
e欄

の
計

で
あ

る
。

① 障
害

者
の

数
d
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

e．
　

計
c＋

d×
0.

5
e．

　
計

a×
２

＋
b
＋

c
＋

d×
0.

5

c.
精

神
障

害
者

e．
　

計
a×

２
＋

b＋
c

＋
d×

0.
5

②
③

a欄
の

重
度

障
害

者
に

つ
い

て
は

法
律

上
、

1人
を

2人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

e欄
の

計
を

算
出

す
る

に
当

た
り

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
を

行
っ

て
い

る
。

ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

県
の

機
関

F
欄

の
「
う

ち
新

規
雇

用
分

」は
、

当
該

年
の

前
年

の
6月

2日
か

ら
当

該
年

の
6月

1日
ま

で
の

1年
間

に
新

規
に

雇
い

入
れ

ら
れ

た
障

害
者

数
で

あ
る

。

（　
）
内

は
前

年
6月

1日
現

在
の

数
値

で
あ

る
。

精
神

障
害

者
は

平
成

18
年

4月
1日

か
ら

実
雇

用
率

に
算

定
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。
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（２
）市

町
の

機
関

　
（法

定
雇

用
率

２
．

３
％

）　

　
①

概
況

①
②

④
⑤

⑥

Ｅ
．

　
計

Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0.
5

Ｆ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

機
関

人
人

人
人

人
人

人
％

機
関

％

3
0

9
,0

2
1
.5

5
8

6
1
0
0

2
2
2
3
.0

2
4
.0

2
.4

7
2
4

8
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　(１) 県の機関の状況（法定雇用率2.3％）

　　　　　　　　　　　項　目
区　分

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　不足数 備　考

3,473.5 88.0 2.53 0

佐賀県知事部局 3,141.5 78.5 2.50 0

佐賀県警察本部 332.0 9.5 2.86 0

注 １

2

3

合　　　　計

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が
職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害
者及び重度知的障害者については、法律上１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知
的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た
数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

 ４ 地方公共団体の各機関の状況 
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　(２) 市町の機関の状況（法定雇用率2.3％）

　　　　　　　　　　　項　目
区　分

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　不足数 備　考

9,021.5 223.0 2.47 10

佐賀市 1,551.5 41.0 2.64 0

唐津市 1,249.5 36.0 2.88 0

鳥栖市 429.0 8.0 1.86 1

多久市　（特例認定）　 299.0 9.5 3.18 0 注４

伊万里市 486.5 13.0 2.67 0

武雄市 318.0 7.0 2.20 0

鹿島市　（特例認定） 299.5 8.5 2.84 0 注４

小城市 277.0 6.0 2.17 0

嬉野市 174.0 4.0 2.30 0

神埼市 273.0 5.0 1.83 1

吉野ヶ里町 142.5 4.0 2.81 0

基山町 131.5 3.0 2.28 0

上峰町　(特例認定) 89.0 0.0 0.00 2 注４

みやき町 179.0 5.0 2.79 0

玄海町 141.0 2.0 1.42 1

有田町 164.0 3.0 1.83 0

大町町 98.0 3.0 3.06 0

江北町 99.0 1.0 1.01 1

白石町（特例認定） 255.0 6.0 2.35 0 注４

太良町 149.0 4.0 2.68 0

佐賀市上下水道局 147.5 4.0 2.71 0

178.0 4.0 2.25 0

佐賀市教育委員会 680.0 18.0 2.65 0

小城市教育委員会 274.0 8.0 2.92 0

唐津市教育委員会 397.5 5.0 1.26 4

鳥栖市教育委員会 160.0 3.0 1.88 0

伊万里市教育委員会 142.5 4.0 2.81 0

武雄市教育委員会 115.5 2.0 1.73 0

神埼市教育委員会 56.5 5.0 8.85 0

有田町教育委員会 65.0 1.0 1.54 0

注 １

2

3

4

白石町 白石町教育委員会

上峰町 上峰町教育委員会

　注４の機関は特例認定を受けている。
　特例認定とは、地方公共団体の機関（A)及び当該A機関と人的関係が緊密である等の機関（B)の申請に基づき、厚生労働大臣の
認定を受けた場合に、当該B機関に勤務する職員を当該A機関に勤務する職員とみなすものである。

認定機関（A) みなされることとなる機関（B)

多久市 多久市教育委員会

鹿島市 鹿島市教育委員会

鳥栖市においては、7月1日時点において、算定基礎職員数430.0人、障害者の数9.0人、実雇用率2.09%、不足数0.0人となっている。

神埼市においては、7月15日時点において、特例認定により算定基礎職員数329.5人、障害者の数10.0人、実雇用率3.03%、不足数0.0人となっている。

唐津市教育委員会においては、7月22日時点において、特例認定により算定基礎職員数1647.5人、障害者の数41.0人、実雇用率2.49%、不足数0.0人となっている。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が
職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害
者及び重度知的障害者については、法律上１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知
的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た
数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

合　　　　計

伊万里・有田地区医療福祉組合
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　(３) 県の教育委員会の状況（法定雇用率2.2％）

　　　　　　　　　　　項　目
区　分

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　不足数 備　考

佐賀県教育委員会 6,433.5 146.0 2.27 0

注 １

2

3

　(４) 地方独立行政法人等の状況（法定雇用率2.3％）

　　　　　　　　　　　項　目
区　分

①法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　不足数 備　考

768.0 18.0 2.34 0

注 １

2

3

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が
職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害
者及び重度知的障害者については、法律上１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知
的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た
数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が
職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害
者及び重度知的障害者については、法律上１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知
的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た
数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

地方独立行政法人
佐賀県医療センター好生館
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5 都道府県別の実雇用率等の状況

都道府県名 実雇用率 (対前年増減)
法定雇用率達成
企業の割合 (対前年増減)

全国 1.88  0.06 47.2 2.5  41,485 ／  87,935

北海道 1.95  0.05 49.9 2.3  1,602 ／  3,209

青森 1.89  0.06 51.5 4.3  454 ／  881

岩手 1.99  0.06 54.1 1.2  499 ／  923

宮城 1.79  0.05 46.6 0.9  648 ／  1,392

秋田 1.84  0.07 57.5 2.4  393 ／  683

山形 1.93  0.05 53.4 1.8  461 ／  864

福島 1.84  0.08 50.5 2.6  661 ／  1,308

茨城 1.83  0.08 53.1 2.9  750 ／  1,413

栃木 1.82  0.06 55.1 4.0  594 ／  1,079

群馬 1.80  0.01 52.3 0.7  697 ／  1,333

埼玉 1.86  0.06 45.8 2.1  1,290 ／  2,815

千葉 1.82  0.05 49.0 1.5  1,049 ／  2,139

東京 1.81  0.04 32.1 1.8  5,789 ／  18,013

神奈川 1.82  0.07 44.0 2.4  1,862 ／  4,233

新潟 1.85  0.10 54.4 4.6  927 ／  1,705

富山 1.91  0.06 56.2 1.5  540 ／  961

石川 1.86  0.04 54.3 2.5  506 ／  932

福井 2.32  0.06 53.2 △0.3  346 ／  650

山梨 1.83  0.04 55.8 4.3  307 ／  550

長野 1.98  0.02 59.5 2.3  889 ／  1,493

岐阜 1.89  0.10 55.0 4.0  757 ／  1,377

静岡 1.86  0.06 49.4 1.8  1,299 ／  2,630

愛知 1.81  0.07 45.4 3.5  2,515 ／  5,544

三重 1.97  0.18 55.7 3.5  565 ／  1,014

滋賀 1.98  0.11 59.1 4.2  439 ／  743

京都 1.97  0.02 49.7 2.3  835 ／  1,680

大阪 1.84  0.03 44.0 1.4  3,137 ／  7,132

兵庫 1.97  0.07 51.8 2.7  1,591 ／  3,069

奈良 2.40  0.18 58.6 2.4  307 ／  524

和歌山 2.16  0.10 61.7 4.7  330 ／  535

鳥取 1.99  0.11 54.8 4.2  233 ／  425

島根 2.13  0.11 64.6 3.0  338 ／  523

岡山 2.29  0.13 51.3 1.3  680 ／  1,326

広島 1.95  0.05 47.3 2.2  986 ／  2,086

山口 2.51  0.05 54.8 2.3  459 ／  837

徳島 2.04  0.14 64.2 6.7  269 ／  419

香川 1.88  0.00 55.7 △0.8  434 ／  779

愛媛 1.82  0.08 48.6 1.6  443 ／  911

高知 2.14  0.10 61.1 6.6  288 ／  471

福岡 1.88  0.08 50.2 4.0  1,662 ／  3,310

佐賀 2.37  0.10 71.3 4.9  381 ／  534

長崎 2.14 △0.01 57.4 1.7  534 ／  930

熊本 2.19  0.05 56.3 3.6  637 ／  1,131

大分 2.43  0.15 58.7 3.3  437 ／  744

宮崎 2.24  0.09 68.6 5.2  498 ／  726

鹿児島 2.09  0.07 59.0 1.2  642 ／  1,088

沖縄 2.29  0.14 60.3 4.5  525 ／  871

法定雇用率達成企業の数

　注　都道府県別の状況は、企業の主たる事務所（特例子会社等の認定を受けている企業にあっては、その親会社の主たる事務所）が所在する都道府県において、集計したものである。
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